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１. 趣旨 

 

本要項は、真庭市の保有する「クリエイト菅谷」の整備・維持管理運営に関して、民間事業者からの

提案を受け付け、事業化に向けて検討する「民間提案制度」の事業者募集について必要な事項を定

めるものです。 

 

 

 

 

２. 制度の概要 

 

クリエイト菅谷民間提案制度は、民間事業者からアイデアやノウハウを生かした効果的な提案を求め、

市民サービスの向上や業務の効率化、地域経済の活性化、財政負担の軽減、地域課題の解決など、

本市の自治体経営に資する提案を審査し、本市と共に提案内容の事業化に向けて協議していく優先交

渉権者を選定する制度です。 

優先交渉権者の選定後は、まず提案内容の事業化に向けた詳細協議を行うため、本市と協定を締

結します。協定締結後、本市との協議を経て事業化が決定した場合には、提案者との随意契約を締結

する予定です。 

提案内容については、本市が示す公募要件等に沿うものであれば、民間事業者の独自のアイデアやビ

ジネスモデルを、事業者主導で企画し提案することが可能です。  

ただし、提案内容が変更されることなくそのまま事業化されることを確約するものではありません。 

また、事業化が決定した場合であっても、予算案件など議会の議決又は承認を要するものについて、可

決又は承認が得られないときは、事業は実施されません。 
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３. 事業概要 

 

(１) 事業名称 

真庭市クリエイト菅谷整備・維持管理運営事業 

 

(２) 事業の目的 

真庭市美甘地域に位置する「クリエイト菅谷」は、美しい自然や素朴な農山村のたたずまいを生かして、

人々の交流を図り、市民の福祉と観光振興を目的に設置されましたが、経年とともに状勢が変わり、地域

とのかかわりが薄れてきています。 

このことから、本事業では、「クリエイト菅谷」を民間活力の導入により魅力向上させ、美甘地域の人々

だけでなく、多くの市内外の人々が楽しく交流できる場とし、持続的に運営、維持管理するための事業者

の選定を行います。 

 

(３) 事業の手続 

事業の手続の流れは、①募集要項の公表、②事前相談（質問）及び現地見学の受付・実施、③

提出書類の受付及び書類審査、④書類審査結果の通知、⑤提案審査、⑥提案審査結果の通知・公

表、⑦協定の締結・詳細協議、⑧契約の締結、⑨事業の実施となり、それぞれの主な内容は以下のとお

りとなります。 

 

① 募集要項の公表 

募集要項（本要項）を真庭市ホームページにて公表します。 

 

② 事前相談（質問）及び現地見学の受付・実施 

提案を検討している事業者は、募集要項を確認のうえ、事前相談（質問）を美甘振興局地

域振興課に申し出ることができます。 

現地見学を希望する事業者は、美甘振興局地域振興課に申し出ることができます。 

 

③ 提出書類の受付及び書類審査 

美甘振興局地域振興課で提出書類の受付を行い、後日、参加要件・資格要件を満たしてい

るか、また、提案書類の内容が提案要件を満たしているか書類審査を行います。なお、参加要件・

資格要件及び提案内容の双方の要件を満たしていれば有効提案とします。 

 

④ 書類審査結果の通知 

書類審査の結果、有効提案となった提案者に対し、提案審査の日程等について文書で通知し

ます。また、有効提案とならなかった提案者に対しても、その理由等を含め文書にて通知します。な

お、審査に対する異議の申立ては受け付けません。 
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⑤ 提案審査 

書類審査において有効提案となった提案は、本市が設置する「真庭市クリエイト菅谷整備・維

持管理運営事業に関する民間提案審査委員会（以下「審査委員会」という。）」が、提出書類

及び提案者によるプレゼンテーション、ヒアリングにより総合的に審査します。 

審査に当たっては、募集要項「5.(2)提案内容の要件」に該当する提案を審査対象とし、審査

委員会において最も高い評価を得た事業者を優先交渉権者に決定いたします。 

 

⑥ 提案審査結果の通知・公表 

提案審査の結果、優先交渉権者として選定した提案者には、その旨を文書で通知するとともに、

真庭市ホームページに公表します。 

 

 ⑦ 協定の締結・詳細協議  

本市と優先交渉権者は、提案内容を基本として、事業化に向けた詳細協議を開始するための

協定を締結します。協定の締結後は、事業化に向けた諸条件、予算面、事業の開始時期、事業

期間等について詳細内容の協議が調った段階で事業化の決定となります。  

※提案内容が何ら変更されることなく事業化される前提ではありません。また、事業化を決定した

場合であっても予算案件等、議会の議決又は承認が必要なものについて、可決又は承認が得ら

れない場合、事業は実施されません。  

  

⑧ 契約の締結  

事業化が決定した場合は、本市と優先交渉権者が随意契約を締結します。  

※なお、市議会の議決が必要な事業については、市議会の議決後に契約を締結します。  

   

⑨ 事業の実施  

優先交渉権者は契約者となり、事業を実施します。  

契約者は、事業の実施に当たり契約内容を信義誠実に履行することとします。 
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４. 事業のスケジュール 
 

本事業は表 1 に示すスケジュールにて実施します。 

表 1 本事業の実施スケジュール 

内 容 日 程 

募集要項の公表 令和８年４月 2２日（水） 

事前相談（質問）及び現地見

学の受付・実施 

令和８年４月 2２日（水） 

～令和８年５月１２日（火） 

提案書類の受付 令和８年４月２２日（水） 

～令和８年 5 月２９日（金） 

書類審査  令和８年 6 月上旬 

書類審査結果の通知 令和８年 6 月上旬 

提案審査 

（プレゼンテーション等） 
令和８年 6 月中旬（予定） 

提案審査結果の通知・公表 提案審査後速やかに実施 

協定の締結 審査結果の通知後 

契約の締結 詳細協議の完了・双方の合意後 

事業の実施 契約の締結後 

   ※提案が多数の場合は、変更となる場合があります。 
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５. 提案の募集・要件 

 

(１) 対象施設 

提案を募集する対象施設は、次のとおりです。各施設の名称は現時点での仮称です。 

表２ 提案対象の施設 

施設

番号 
対象施設名称 施設機能 

1 コテージ 宿泊施設 

2 ログキャビン 宿泊施設 

3 バンガロー 宿泊施設 

4 茅葺民家 宿泊施設 

5 テントサイト キャンプ場 

6 センターハウス 多目的施設（事務所、レストラン） 

7 土夢木夢の館 多目的施設（木工体験室、音楽スタジオ等） 

8 アスレチックとりで 屋外遊具 

9 キャンプファイヤーテントサイト キャンプファイヤー場 

10 炊事場 炊事場 

11 バーベキューハウス バーベキュー場 

12 コインシャワー コインシャワー 

13 五右衛門風呂 風呂 

※施設等の概要は、「参考資料 1 真庭市クリエイト菅谷施設一覧」にてご確認ください。 

 

図 1 真庭市クリエイト菅谷 敷地図 
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(２) 提案内容の要件 

本事業の対象となる提案内容は、次の要件のいずれかに該当する必要があるものとします。 

(ア) 地域の人々や市民の交流が期待できるもの 

(イ) 地方創生や地域経済の振興等、地域課題の早期解決に資するもの 

(ウ) 地域活性化に資するもの 

(エ) 市民や施設利用者の満足度の向上につながるもの 

(オ) 民間活力導入により大幅にサービスが向上するもの 

(カ) 財政負担の軽減に資するもの 

(キ) 公共施設マネジメントに貢献するもの 

※公共施設マネジメントとは、地方自治体が所有する公共施設を長期的かつ総合的な視点で効率

的に管理・運営・活用していく取組のことです。 

 

(３) 対象外となる提案 

本制度は、民間事業者の自由な発想による創意工夫を生かした提案を求めるものであり、次のいずれ

かに該当する提案は、対象外とします。 

(ア) 単に事業（施設）を廃止しようとする提案 

(イ) 既存の指定管理や委託業務等について、価格についての優位性のみをもって受託者になろうとす

る提案 

(ウ) 民間事業者が実施することが適当でない事業（公的機関が実施することが法令等により義務付

けられている事業等）を含む提案 

(エ) 売却後、10 年以内に当初の利用目的以外の用途に使用する提案 

 

(４) 事前相談（質問）の受付 

提案に関する事前相談は美甘振興局地域振興課宛てへ申し出てください。 

また、本要項の記載内容に関することや提案内容の検討に関する質問がある場合は、質問書（様式

第５号）を文書又は電子メールで提出してください。回答は適宜、真庭市のホームページにて公開いたし

ます。当該回答は、本募集要項と一体のものとして同等の効力をもつものとして扱います。 

ただし、提案内容に関する個別具体的な質問については個別に質問者に回答を行い、ホームページに

は公開いたしません。 

なお、事前相談（質問）先については、次ページ「(５)（エ）提出先」をご参照ください。 
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(５) 提案書の受付 

提案者は、下記表３に示す書類を「様式集」に従い作成し、提出してください。提出する書類及び提

出部数は次のとおりです。各様式については真庭市ホームページからダウンロードできます。 

 

(ア) 提出書類 

 表 2 提出書類及び提出部数 

名 称 内 容 様式番号 部 数 

提案書 所定の様式に提案者及び提案内容を記入 

ください。 

様式第１号 １部 

誓約書 所定の様式に内容を記入ください。 様式第２号 １部 

グループ企業等報告書 所定の様式に内容を記入ください。 様式第３号 １部 

履歴事項全部証明書 交付から３か月以内のもの（写し可）※ — １部 

国税及び地方税の納 

税証明書 

最新のもので、国税及び市町村税に関す 

るもの（写し可）※ 

— １部 

決算関係書類 直近１年間の財務諸表（貸借対照表、 

損益計算書等） 

— １部 

実施体制表 グループで提案する場合の、構成員や責 

任の範囲等を定めたもの 

任意様式 １部 

収支見通し 提案内容に関する収支見通しを示したもの 様式第４号 １部 

※提案時に本市の入札参加資格・有資格者名簿（工事・コンサル・物品購入等）に登録されている

事業者については提出を省略できるものとします。 

 

(イ) 提出期限 

令和８年 5 月 2９日（金） 

 

(ウ) 提出方法 

提出方法は、持参又は郵送とします。持参の場合、提出時間は市役所開庁日（平日）の午前

８時３０分から午後５時１５分までとし、土、日、祝日は受付できません。（郵送の場合は、提出

書類の受付最終日の消印有効とします。） 

 

(エ) 提出先 

 

 

 

 

 

〒717-0105 

岡山県真庭市美甘 4134 番地 美甘保健文化センター1 階 

真庭市美甘振興局 地域振興課 

電  話：0867-56-2611 

E-mail：chiiki_mk@city.maniwa.lg.jp 
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(６) 収支見通し 

提案に当たって、提案内容に関する原則１０年間の収支見通しを示してください。 

 

(７) 事業の実施期間 

事業の実施期間は、提案内容を基本として、本市との協議を経て決定します。 

事業開始は、令和９年度を見込んでいます。 

 

(８) 提案書の取扱い 

提案者から受理した提案書については、次のとおり取扱います。 

(ア) 著作権 

提案書の著作権は、提案者に帰属します。なお、本事業の内容や実施状況等に関する公表その他

市が必要と認めるときには、市は提案書の全部又は一部を無償で使用できるものとします。また、契約

締結に至らなかった提案者の提案書は一切返却しません。 

(イ) 特許権等 

提案書に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等、日本国の法令に基づいて保護され

る第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責

任は、原則として提案者が負います。 

 

(９) 参加要件 

(ア) 提案者は、提案内容を実行できる意思と能力（ノウハウ、資金等）を有する法人（営利法人、

非営利法人等）又は個人事業主とします。 

(イ) 提案者は、単独又はグループ（複数の企業・団体等の共同体）とし、グループで提案する場合

は、実施体制表に構成員及び各々の役割分担を明示してください。 

(ウ) 提案者は、本市との協議、調整が可能な能力を有し、事業化に向けた諸条件の変更等について

柔軟な対応ができる者であることとします。 

 

(１０) 資格要件 

次の要件のいずれかに該当する者は、提案者及び提案者の構成員になることができません。 

(ア) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する

者（一般競争入札の参加資格のない者） 

(イ) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第 ２２５

号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく手続開始の申立てをしている者 

(ウ) 真庭市暴力団排除条例（平成２３年真庭市条例第４１号）第２条第３号に規定する暴

力団員等に該当する者 

(エ) 真庭市建設工事に係る指名停止等の措置を受けている者 

(オ) 国税・地方税を滞納している者 

(カ) 政治活動又は宗教活動を主たる目的としている者 
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(１１) 参加要件・資格要件確認基準 

参加要件・資格要件の確認基準日は、提案書の提出期限日とします。 

 

(１２) 提案者の構成 

(ア) 提案者は、本施設を主に運営する企業（以下「代表企業」という。）を含む企業と構成企業に

よるグループ（以下「提案グループ」という。）であることとします。 

(イ) 提案グループは、提案書の提出時に、代表企業及び構成企業の商号又は名称と、これらの者の

担当業務を明らかにすることとします。 

(ウ) 提案グループは、当該代表企業が提案手続きを行うこととします。 

(エ) 提案書により参加の意思を表明した構成企業の変更は認めません。ただし、市がやむを得ない事

情と判断した場合はこの限りではありません。 

(オ) １つの提案グループに参加した代表企業及び構成企業は、他の提案グループの代表企業及び構

成企業にはなれません。 

(カ) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第 8

条第 8 項に規定する関係会社に該当する各法人は、それぞれ他の提案グループとして参加するこ

とはできません。  

(キ) 同一の提案者が複数の提案を行うことは禁止します。 

 

(１３) 提案者の変更と変更手続き 

(ア) 提案者の変更 

提案書により、参加の意思を表明した提案グループの代表企業及び構成企業の変更は原則として

認めません。 

ただし、市と協議の上、市がやむを得ない事情であると判断した場合は、代表企業を除く構成企業に

ついては変更を認めることがあります。 

また、参加要件・資格要件を有するとの確認を受けた提案者が、参加要件・資格要件確認基準日

以降、優先交渉権者決定の日までに提案者の参加要件・資格要件を欠く事態に至った場合には、原

則として当該提案者は失格とします。ただし、代表企業を除く構成企業及び協力企業については、参

加要件・資格要件を欠いた者を変更し、提案内容の継続性を担保するために必要な措置を講じた場

合に限り、参加要件・資格要件の継続有無について市と協議することができます。 

(イ) 提案者の変更手続き 

前項に示す取扱いにより、代表企業及び構成企業を変更する場合、提案者は「グループ企業等変

更届」（様式は任意とする。）に変更前及び変更後の企業名並びに変更理由を記載し、代表企業、

変更前企業及び変更後企業の各代表者の記名押印の上、市に提出してください。 

なお、構成企業及び協力企業を変更したことによって、新たに代表企業及び構成企業となる者の参

加要件・資格要件確認基準日は、提案者がグループ企業等変更届を提出した日とします。 
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(１４) 提案に関する留意事項 

(ア) 募集要項等の承諾 

提案者は、募集要項等に記載された内容を承諾のうえ、提案に参加してください。 

(イ) 提案に伴う費用負担 

提案に伴う費用は、全て提案者の負担とします。 

(ウ) 公正な提案の確保 

提案にあたって、提案者は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）に抵触する行為を行ってはなりません。なお、後日、不正な行為が判明した場合、市は

契約の解除等の措置をとることがあります。 

 

(１５) 提案の無効 

次のいずれかに該当する場合は、無効とします。 

(ア) 参加要件・資格要件のない者が行った提案 

(イ) 委任状を提出しない代理人による提案 

(ウ) 記名押印を欠く提案 

(エ) 金額を訂正した提案 

(オ) 誤字、脱字等により意思表示が不明確である提案 

(カ) 明らかに連合によると認められる提案 

(キ) 同一事項の提案について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の提案 

(ク) その他提案に関する条件に違反した提案 

 

 

６. 事業実施に係る基本的な考え方 

 

(１) 前提条件 

本施設における事業実施の基本的な考え方は、以下のとおりとします。 

(ア) 対象施設を活用して事業を実施すること。 

(イ) 事業者自ら対象施設の改修を行うことは可能です。ただし、本市は施設改修に係る新たな財政

負担は行わないことを原則とします。なお、本市に大きな財政効果や政策実現が見込まれる提案

については、市に財政負担を求める初期投資額等を明記したうえで提案することが可能です。 

(ウ) 選定事業者には、同一敷地内にある「美甘ドーム」「夢創庵」の運営業務、および浄化槽、水道

の維持管理業務を委託することを想定しています。ただし、テニスコートを含めたこれらの施設につ

いても、事業者が自ら整備・維持管理運営を行う対象として提案に含めることが可能です。 
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(２) 想定される契約手法 

運営にあたり想定される一般的な契約手法を図 2 に示します。あわせて、それぞれの契約における金額

の目安も示します。なお、図 2 に示す 3 つの契約手法以外の提案も可能です。 

図 2 想定される一般的な契約手法及び所有権について 

 

(ア) 売買契約 

◇ 売却金額 

周辺の地価動向および類似地の取引事例等を踏まえ、市場価格から著しく乖離しない水準での提案

を求めます。 

 

(イ) 賃貸借契約に係る賃貸借料（使用料） 

◇ 市で想定している事業者が負担する賃貸借料（使用料） 

使 用 料：1,970,000 円/年 

対 象 範 囲：別添図面１のとおり 

※上記金額はあくまで想定であり、契約内容等により増減します。 

 

(ウ) 指定管理者制度 

◇ 令和７年度までの指定管理状況 

真庭市クリエイト菅谷は、令和 7 年度まで「真庭市クリエイト菅谷条例」に基づき、指定管理者制度に

より運営されています。令和 7 年度の指定管理状況は以下のとおりです。 

【参考】指定管理料：4,990,000 円/年 （令和７年度） 

対 象 範 囲：別添図面２のとおり 

業 務 内 容：別添仕様書のとおり 

※本業務には、美甘ドーム、夢創庵、浄化槽、水道およびテニスコートの運営・維持管理業務を含みます。 
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７. 提案内容の審査及び優先交渉権者の選定 

 

(１) 書類審査 

提案者から提出された書類について、参加要件・資格要件を満たしているか、また、提案書類の内

容が提案要件を満たしているか美甘振興局地域振興課において書類審査を行います。審査の結果、

双方の要件を満たしていることが確認された提案を有効提案とします。 

書類審査の結果については、有効提案となった提案者に対しては、今後の提案審査の日程等も含

め文書にて通知します。また、有効提案とならなかった提案者に対しても、その理由等含め文書にて通

知します。なお、審査に対する異議の申立ては受け付けません。 

 

(２) 提案審査 

書類審査において有効提案とされた提案について、本市が設置する審査委員会が、提案書類及び

提案者によるプレゼンテーション、ヒアリングにより総合的に審査します。ただし、内容によってはプレゼンテ

ーションを省略する場合があります。 

提案審査の結果は、提案者に対して文書で通知します。また、採用（協議対象提案）となった提

案については、「提案名・事業者名」を真庭市ホームページにて公表します。不採用となった（協議対

象とならなかった）提案については、公表しません。なお、審査結果に対する異議の申立ては受け付け

ません。 

 

(３) 提案審査の方法 

プレゼンテーションの際に審査委員に配布する資料は、原則として事前に提出した提案書のみとし、 

それ以外の資料を使用する場合は、事前に美甘振興局地域振興課に相談する必要があります。 

(ア) プレゼンテーションは、審査委員会において、事前に提出した提案書を基に提案者自らがプレ 

ゼンテーション（説明）を行います。 

(イ) プレゼンテーションは、提案者ごとに個別で行います。 

(ウ) プレゼンテーション実施者は、同席者含め最大５名までとします。 

(エ) 提案審査の目安時間は、プレゼンテーション 30 分程度、ヒアリング 15 分程度とします。 

(オ) 審査は非公開で行います。 

  



 

 

13 
 

 

(４) 提案審査のポイント 

提案審査は、次の項目・視点等を踏まえ、提案の案件ごとに表４のとおり行うこととします。 

表４ 提案審査の採点基準 

項 目 視 点 点 数 

地域との関わり 
地域の人々や市民の交流が期待できるか。地域経済の活性 

化や地域課題の解決等に配慮された提案であるか。 
３０  

独自性 
独自の発想や工夫に基づく付加価値（知的財産）があり、 

随意契約が可能な提案であるか。 
２０  

公益性 
単に収益だけを求めるのではなく、公共的・公益的な視点を有 

した提案であるか。 
２０  

財政負担への配慮 

安定運営を可能にする組織力と10年間の収支計画、さらに 

歳入増と経費・事務負担の抑制による市財政への貢献度を 

総合的に審査します。 

３０  

実現性・継続性 
事業化の実現性が高い提案内容であるか。収支計画に無理 

がなく、継続性が高い提案内容となっているか。 
２０  

合計 １２０  

※各審査員の審査点合計を全て足した審査点総合計が、満点（１２０）を審査員数で乗じた合計数

の１２０分の６０に満たない場合は、優先交渉権者としない。 

※表４で示すいずれかの項目で、各審査員の審査点に０点の項目があった場合は失格とする。 
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８. 協定の締結・詳細協議 

 

(１) 協定の締結 

優先交渉権者と本市は、提案内容を基本として、事業化に向けた詳細協議を開始するための協定を

締結します。 

 

(２) 詳細協議に係る留意事項 

(ア) 提案内容が何ら変更されることなく事業化される前提ではありません。また事業化を決定した場合

であっても予算案件等、議会の議決又は承認が必要なものについて、可決又は承認が得られな

い場合、事業は実施されません。 

(イ) 協議に係る費用は優先交渉権者の負担とします。 

(ウ) 協議の結果、双方が合意に至らなかった場合は、協定を解除します。その場合、優先交渉権者

が協議に要した費用やリスク等について、本市は責任を負いません。 

(エ) 事業概要や協議の経過等については、必要に応じ、市議会等へ報告することがあります。ただし、

優先交渉権者の独自のノウハウに関することなど、優先交渉権者が知的財産と認める情報につい

ては公表しません。 

 

(３) 次点候補者の地位 

優先交渉権者と契約等の合意に至らなかったとき又は優先交渉権者が辞退したときは、次点候補者

が優先交渉権者に繰り上がるものとします。 

 

 

９. 契約の締結 

 

本市と優先交渉権者は、詳細協議により協議が成立（双方が合意）した場合は、優先交渉権者を

契約事業者とし、事業の実施に係る随意契約を締結します。 

※本制度は解除条件付きの制度であり、協議が成立した場合においても、予算案件等が議会で承認さ

れない等の理由により、事業が実施できなくなった場合、本件は事業化されません。 

 

 

１０. 事業の実施 

 

本市との契約を締結した優先交渉権者は、事業者として事業を実施します。その際、契約内容を信義

誠実に履行する必要があります。 
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１１. その他留意事項 

 

(1) 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めません。 

(2) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とします。 

(3) 提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使用しません。 

(4) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とします。 

(5) 評価点が同点の者が２者以上いる場合の順位は審査委員会が審議して決定します。 

(6) 真庭市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象となります。ただし、提

案者が事業を営む上で、正当な利益を害すると認められる情報は不開示となる場合があります。 

なお、審査委員会において、決定に影響が出るおそれがある情報については決定後の開示とします。 

 

 


